
　

こんにちは
市長です

　
総
合
計
画
と
は
、ま
ち
の
将

来
像
や
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性

を
定
め
た
行
政
運
営
の
最
上
位

の
計
画
で
あ
り
、
持
続
可
能
な

ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
指
針
と

な
る
も
の
で
す
。

　
今
年
度
か
ら
は
、
令
和
10
年

度
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
新
し
い

計
画
を
作
り
始
め
ま
す
が
、
計

画
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
、ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
や
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
な
ど
、よ
り
多
く
の
市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
や
ご
提
案

な
ど
を
伺
う
機
会
を
設
け
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　
桐
生
市
が
「
住
ん
で
よ
か
っ

た
、こ
れ
か
ら
も
住
み
続
け
た

い
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
ま
ち

に
な
る
よ
う
、
総
合
計
画
の
策

定
に
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
誇
れ
る

未
来
の
桐
生
の
ま
ち
を
一
緒
に

描
き
、
築
い
て
い
き
ま
し
ょ

う
！

　
　
桐
生
市
長
　
荒
木
　
恵
司

毎年度見直し

１年１年 １年１年 １年１年 １年１年 １年１年 １年１年 １年１年 １年１年

　総合計画とは、まちづくりの指針となる、
市の最上位計画で、下図のとおり「基本構
想」、「基本計画」、「実施計画」の３層で構
成します。市では、令和 10年度を初年度と

する新たな総合計画を策定し、今後も中長
期的な視点に立って総合的かつ計画的にま
ちづくりを進めます。
問企画課企画戦略担当（☎ 32‐3809）

新たな総合計画を策定します新たな総合計画を策定します

「「（仮称）桐生市第七次総合計画」の体系（仮称）桐生市第七次総合計画」の体系

基本構想基本構想

基本計画基本計画

実施計画実施計画

皆
さ
ん
は
、
総
合
計
画
を

ご
存
じ
で
す
か
？

まちづくりの基本テーマ（理念）、将来都市像、まちづくりの基本テーマ（理念）、将来都市像、
これらの実現のための施策の大綱を示すものこれらの実現のための施策の大綱を示すもの

基本構想実現のための基本的な施策とその目標基本構想実現のための基本的な施策とその目標

施策を計画的に実施するための具体的な事務事業施策を計画的に実施するための具体的な事務事業

・社会経済情勢や環境の変化に柔軟に対応・社会経済情勢や環境の変化に柔軟に対応
・市長任期と合わせることで、市長公約を反映・市長任期と合わせることで、市長公約を反映

根拠に基づく政策立案根拠に基づく政策立案

社会状況の変化に柔軟な発想社会状況の変化に柔軟な発想

令和10（2028）年度 ～ 令和17（2035）年度令和10（2028）年度 ～ 令和17（2035）年度

令和10（2028）年度　　　　令和10（2028）年度　　　　
～令和13（2031）年度～令和13（2031）年度

令和14（2032）年度　　　　令和14（2032）年度　　　　
～令和17（2035）年度～令和17（2035）年度

８年

４年ごと

　新たに策定する総合計画でも、人口減少問題を最
重要課題として位置付けます。そこで、人口減少克
服・桐生ならではの地方創生の取り組みを推進する
ための「（仮称）第3期桐生市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」を重点施策として位置付け、総合計画

と一体化して策定します。また、令和７年度国勢調
査の結果を踏まえて「人口ビジョン」についても総
合計画と一体化して改定し、「目標とする将来人口」
に活用します。
　さらに、都市計画・防災・子育てなど個別分野の
計画の基礎となる基本的な方向性を示し、各個別計
画との関連性を明確にします。

令和９年度令和９年度

・意見提出手続（パブリックコメント）を実施
・審議会から市への答申
・市議会に議案として提出

▶総合戦略▶総合戦略（（人口ビジョンを含む）人口ビジョンを含む）とのとの
　一体化、個別計画との関連性の明確化　一体化、個別計画との関連性の明確化
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新たな総合計画を策定します新たな総合計画を策定します

「「（仮称）桐生市第七次総合計画」の体系（仮称）桐生市第七次総合計画」の体系

策定スケジュール策定スケジュール

市議会市民参画審議会

「誰一人取り残さない」社会「誰一人取り残さない」社会

　「誰一人取り残さない」社会
の実現を目指すＳ

エスディージーズ

ＤＧｓ（持続
可能な開発目標）や「ゆっくり
ズムのまち桐生」の考え方を取
り入れた計画を目指します。

目指す計画のかたち目指す計画のかたち

　 ア ン ケ ー ト 調 査・ ワ ー ク
ショップの実施、市民提言の募
集、パブリックコメントなど、
さまざまな市民参画の機会を設
けます。

　審議会は、有識者・各種団体に
所属する人・市民委員により構成
し、計画(案)を答申していただき 
ます。市民委員の募集については
13ページをご覧ください。

　審議会からの答申を経て、市
議会に基本構想・基本計画の策
定に関する議案を提出し、審議
していただきます。

「市民満足度」の向上「市民満足度」の向上

　それぞれの施策に対する目標
指標は、「市民満足度」の向上
に重点を置いたものにします。
市民との双方向の指標として設
定することにより、市民一人ひ
とりの幸福実感度の向上につな
げます。

女性女性・・若者から選ばれる桐生市若者から選ばれる桐生市

　人口減少対策として力を入れ
ている「女性・若者から選ばれ
る桐生市」の実現に向けた取り
組みを盛り込んだ計画を目指し
ます。

根拠に基づく政策立案根拠に基づく政策立案

　ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策
立案）の考え方に基づき、客観
的なデータ分析を踏まえた施策
の立案や適切な指標設定を行
い、その後の評価・分析・改善
につなげます。

見やすく。分かりやすく。見やすく。分かりやすく。

　誰にとっても、見やすく、分
かりやすいよう、内容のスリム
化を図ります。また、明快でわ
かりやすい言葉やレイアウト、
写真などを用いて、手に取った
人が読み進めたくなるような計
画づくりに努めます。

社会状況の変化に柔軟な発想社会状況の変化に柔軟な発想

　人口の将来展望をはじめ、気
候変動に伴う災害の激甚化や頻
発化、脱炭素社会、ＳＤＧｓ、
ＤＸ、持続可能な行財政運営な
ど社会経済状況の変化を捉えつ
つ、柔軟な発想での計画づくり
に努めます。

皆さんのご意見を、
ぜひ聞かせてください！

策定体制策定体制

令和８年度令和８年度

・基礎調査や市民意識調査（アンケート調査）などを実施
・市から「桐生市総合計画審議会（以下、審議会）」へ
　諮問

令和９年度令和９年度

・意見提出手続（パブリックコメント）を実施
・審議会から市への答申
・市議会に議案として提出

55 ☎桐生市の市外局番は0277☎桐生市の市外局番は0277


